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群馬東部水道企業団群馬東部水道企業団

古紙パルプ配合率70％再生紙と環境
にやさしい大豆インキを使用しています

　4月1日から群馬県との事業統合により「新田山田水道浄水場」と「東部地域水道浄水場」の2つの施設が群馬東部
水道企業団に加わりました。県の施設を譲り受ける形の統合は、全国でも例が少ない先進的な取り組みになります。
企業団はこれからもお客さまへのサービス向上を目指し、水道事業のトップランナーとして挑戦し続けます。

　4月1日から群馬県との事業統合により「新田山田水道浄水場」と「東部地域水道浄水場」の2つの施設が群馬東部
水道企業団に加わりました。県の施設を譲り受ける形の統合は、全国でも例が少ない先進的な取り組みになります。
企業団はこれからもお客さまへのサービス向上を目指し、水道事業のトップランナーとして挑戦し続けます。

①費用の節約
②安全性の向上 
③災害に強い

企業団が持つ浄水場の数を減らし、維持費を削減します
地下水の使用量を減らすことで、地盤沈下を防ぎます
施設を連絡管でつなぎ、緊急時には水のやり取りができます

施設全体の縮小施設全体の縮小
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コストの削減
と効率化

コストの削減
と効率化

統合前統合前
令和6年予定令和6年予定

統合後統合後

で安心・安全な水をお届けしますで安心・安全な水をお届けします群馬県と群馬県とワンチームワンチーム

東部地域水道（※東部）東部地域水道（※東部）

統合による
効果

統合による
効果

最小のコストで最大の効果を
お客さまへ提供します
最小のコストで最大の効果を
お客さまへ提供します
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感染症対策のため、手洗いを!感染症対策のため、手洗いを!
　外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。
　せっけんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオル
でよく拭き取って乾かしてください。

群馬東部水道企業団群馬東部水道企業団新田山田水道（※みどり）新田山田水道（※みどり）

※…統合により施設名称が
変わります
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群馬東部水道企業団ホームページを開設しています。さまざまな情報を公開していますので、ぜひご覧ください。　https://www.gtsk.or.jp

●太田本所
　太田市浜町11-28
　 0276-45-2731　 0276-45-2735

●館林支所
　館林市広内町3-10
　 0276-80-3201　 0276-75-4134

問い合わせ先

●みどり支所
　みどり市大間々町大間々1511
　（みどり市役所大間々庁舎内）
　 0277-73-2411
　 0277-73-2412

職員採用試験について
　企業団では令和3年4月1日付で技術職
員の採用を予定しています。
　試験の詳細は、企業団ホームページ上で
6月頃公表します。
※昨年度の試験結果を公開していますので
ホームページをご覧ください。

問い合わせ
総務課総務係　 0276-45-2734

●営業日・時間：月〜金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）、
午前8時30分〜午後5時15分

●太田強戸配水池受水設備工事、板倉北浄水場配水
設備工事、大泉第二浄水場配水設備工事

●老朽管布設替工事（３市５町）　約30.4㎞ 

国庫補助金
13億5,829万円

浄水場などの整備費用
24億8,318万円

　収支不足額（56億7,578
万円）は、減価償却費や利益
積立金などの内部留保資金
で補塡します。

令和２年度 予算の概要 水道事業は、皆さまからの水道料金によって運営しています。

水道水を作るための収入と支出
収益的収支

施設を整備するための収入と支出
資本的収支

収支差引（19億3,428万円）のうち税抜き純利益
は14億4,269万円
※純利益は、施設を整備するために使います。

令和２年度の主な工事

水道料金
90億3,006万円

長期前受金戻入
13億1,838万円

委託料
37億2,162万円

減価償却費
39億5,107万円

借入金の支払利息
4億4,686万円

人件費
2億5,356万円

その他の支出
5億8,319万円

収支不足額
56億7,578万円

工事負担金等
3億5,830万円

借入金
20億円

借入金の返済費用
20億1,722万円

配水管の布設費用など
13億247万円

老朽管路の更新費用
35億8,950万円

水道加入金等その他
5億4,214万円

収支差引
19億3,428万円

収入
108億9,058万円

支出
89億5,630万円

収入
37億1,659万円

支出
93億9,237万円
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水道メーターの
交換をしています！
　群馬東部水道企業団では、有効期
間が満了する前に、水道メーターの
交換を行っています。

水道メーターの有効期間ってどれくらいなの？
水道メーターの有効期間は、計量法で『８年』と定められています。

交換期間（令和2年度）

１期目 5月21日～ 6月10日
２期目 7月21日～ 8月11日
３期目 8月21日～ 9月10日
４期目 9月21日～10月 9日
５期目 10月21日～11月10日

※対象となるお客さまには交換期間、工事業
者名などを記載したお知らせを郵送します。

※屋外作業ですので、お留守でも実施します。

　交換費用は、群馬
東部水道企業団が
負担するので、原則
としてお客さまに請
求することはありま
せん。

水道の使用開始・中止の届け出をお願いします
引っ越しなどにより、水道の使用開始や中止をする場合は、届け出が必要になります。

「水栓番号」または「お客様番号」（検針票【水道使用水
量等のお知らせ】または領収書【水道料金等納入通知
書兼領収証書】に記載されています）

住所、使用者の名前

使用をやめる日

転居先の住所、電話番号

住所（アパート・マンション等の場合は、その名
称と棟・部屋番号もお知らせください）

名前、電話番号

使い始める日

届け出の内容

1

2

3
4

1

2

3

水道を使い始めるとき 水道の使用をやめるとき 手続き方法
　群馬東部水道企業団の太田本所・
館林支所・みどり支所の窓口、電話、フ
ァクスまたは企業団のホームページ
から手続きをお願いします。
　なお、ホームページからの手続き
は、開始・中止の３日前（営業日）まで
にお願いします。

　契約内容は群馬東部水道企業団給水条例・群馬東部水道企業団給水条例施行規程となります。
※内容について、詳しくは、群馬東部水道企業団ホームページ（https://www.gtsk.or.jp）をご覧ください。


